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 国際協力銀行（JBIC）は、2017 年 4 月 11 日、ベトナム・ビントゥアン省ビンタン第 4 石

炭火力発電所の拡張案件に対し、約 5,000 万ドル を限度とする融資貸付契約を 3 月 31 日に

締結したことを発表した1。融資は三菱東京 UFJ 銀行との協調融資で行われ、同行の融資に

は日本貿易保険（NEXI）による保険も付保されている。 

 

 私たちはこれまで会合等を通じ、同案件の公害・安全対策の不備や海洋保護区への影響

など、環境社会面の問題について JBIC に指摘してきた。直近では、3 月 23 日にも JBIC と

会合を持ったばかりであったが、JBIC が自身のもつ『環境社会配慮確認のための JBIC ガイ

ドライン』（ガイドライン）に則り、事業者が同案件に伴う環境社会影響を回避・最小化

するために必要な対策をとっているかについて、依然十分な確認ができていない状況であ

ったと理解している。したがって、私たちは、自身のガイドライン規定を蔑ろにし、また、

市民社会に対する説明責任も果たさぬまま、JBIC が拙速な融資決定を行なったことに対し、

強く抗議する。 

 

                                                      
1協調融資の総額は約 8,400 万ドルで、三菱商事等のコンソーシアムが東芝製の蒸気タービン等設備一式を購入するための資金

に充てられるバイヤーズ・クレジット（輸出金融）。http://www.jbic.go.jp/ja/information/press/press-2017/0411-54873 
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 同案件（600 メガワット）は、ビンタン石炭火力発電所の第 4 発電所（600 メガワット×2 

基）を拡張するもので、同地域に計画されている第 1 から第 4 までのすべての発電所の総

発電容量は 6,000 メガワットにも上る。 

 
  

第 2 発電所はすでに商業運転を開始しており、同発電所による深刻な粉塵被害が報告さ

れている。地元住民らによる状況改善を求める大規模デモ等も起きており、ベトナム政府

機関も、事業者であるベトナム電力公社（EVN）に対し改善を要求してきた2。 また、近隣

地域では草木が突然枯れるという現象も発生しており、地元住民や現地 NGO は石炭灰を貯

めるアッシュポンドからの水漏れによる土壌汚染が原因ではないかと指摘している3。 

 

 JBIC が 2014 年に 融資を決定した第 4 発電所は、現在試運転期間中であるが、2017 年 3

月に工事現場で火災が発生し 2 名が負傷した4。また、この発電所は、上述の水漏れが疑わ

れるアッシュポンドを使う予定となっている。 

 

 さらに、発電所近くにはホンカウ海洋保護区（Hon Cau MPA）も存在し、ウミガメの生

息やサンゴ礁をはじめとした豊かな生態系の存在が確認されている。  

 

 こうした状況を踏まえ、私たちは JBIC に対し、ビンタン第 4 発電所、及びその拡張案件

がもたらしうる環境社会影響を指摘してきた。すでに多くの問題を抱えている第 2 発電所

と同じく、第 4 発電所の事業者が EVN であることからも、JBIC 自身のガイドラインに則り、

事業者に十分な環境社会配慮を求めるよう要求してきた。しかし、これまでの議論では、

たとえば海洋生態系への影響に対する対策について、JBIC からは「海洋保護区への影響は

ない」という以外、回答は得られず、「重要な自然生息地の著しい転換または著しい劣化

を伴うものであってはならない」等のガイドライン規定の遵守を裏付けるのに十分な根拠

となる説明はなされていない。また、JBIC は近隣地域の草木への影響の疑いについては把

握していなかった。 

 

 すでに現地で既存の発電所に起因する多くの環境・社会問題が発生し、解決していない

以上、同じ事業者による拡張案件についても適切な環境社会配慮がなされているとはいえ

ない状況のなかで、今回の拡張案件への融資に踏み切った JBIC の姿勢には疑問を持たざる

を得ない。 

 

 気候変動の観点からも、2015 年に採択されたパリ協定の気温上昇を 1.5 度に抑える目標

を達成するためには、高効率といえども最も温室効果ガスを大量に排出する石炭火力発電

                                                      
2 Directive 11/CT-BCT 
3 http://vtv.vn/chuyen-dong-24h/hang-chuc-hecta-cay-trong-chet-hang-loat-tai-binh-thuan-20170304121609402.htm 
4 http://e.vnexpress.net/news/news/explosion-injures-two-at-vietnam-power-plant-3551863.html 

http://vtv.vn/chuyen-dong-24h/hang-chuc-hecta-cay-trong-chet-hang-loat-tai-binh-thuan-20170304121609402.htm
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への投融資は避けるべきであり、世界でも多くの機関投資家が化石燃料関連企業や事業か

らの融資撤退（ダイベストメント）を始めている。さらに今回の案件が実施されるベトナ

ムは、気候変動の影響を受けやすい国の連合である気候脆弱性フォーラム（CVF）の構成国

として、再生可能エネルギー100 パーセントを目指す目標も含めた共同声明（マラケシュ

ビジョン）に署名をしている5。同国バクリュウ省は環境などの観点から JICA が支援を検討

していた石炭火力発電事業を撤回した6。 

 

 ビンタン第 4 発電所・拡張案件は日本政府が推進する「質の高いインフラ輸出」政策の

一つと位置づけられているが、気候変動対策に乗り出し再生可能エネルギーへのシフトの

兆しが見られる ベトナムにおいて、既存の発電所による環境社会影響が深刻な中、JBIC が

さらなる拡張への融資を決定したことに深刻な懸念を表明する。JBIC・NEXI は環境社会配

慮ガイドラインに基づいて適切な再調査を行い、深刻な影響が回避・最小化できないと認

められる場合は、貸付等を停止すべきである。 

 
 
 

連絡先：国際環境 NGO FoE Japan（担当：深草） 

〒173-0037 東京都板橋区小茂根 1-21-9 

 Tel：03-6909-5983  

                                                      
5 http://www.thecvf.org/marrakech-vision/ 
6 http://e.vnexpress.net/news/news/vietnam-province-scraps-coal-plant-over-environmental-concerns-3476051.html 

http://e.vnexpress.net/news/news/vietnam-province-scraps-coal-plant-over-environmental-concerns-3476051.html

